香美町告示第５４号　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年３月２９日公布

　　　香美町空き家利活用促進支援（空き家改修）補助金交付要綱

　（趣旨）
第１条　この要綱は、香美町空き家情報登録制度「空き家バンク」実施要綱（平成２８年香美町告示第９７号。以下「実施要綱」という。）に基づく、空き家情報登録制度「空き家バンク」の利用及び町内に存在する空き家の有効活用を促進するため、空き家の改修工事を行う者に対し、予算の範囲内において香美町空き家利活用促進支援（空き家改修）補助金（以下「補助金」という。）の額と同額の商品券を交付することについて、香美町補助金等交付規則（平成１７年香美町規則第３７号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。　
　（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
[bookmark: _Hlk35689041]　⑴　空き家バンク登録物件　実施要綱第４条第２項の規定により空き家情報登録台帳に登録された建物をいう。
　⑵　空き家　空き家バンク登録物件及び個人が居住を目的として建築し、現に居住していない建物をいう。ただし、民間事業者による賃貸、分譲等を目的として建築された建物を除く。
[bookmark: _Hlk35689053]　⑶　町内施工業者　町内に本店を有する法人又は町内に住所を有する個人事業者（下請け業者を含む。）をいう。
[bookmark: _Hlk35689068]　⑷　所有者等　空き家の所有者等をいう。
[bookmark: _Hlk35689081]　⑸　空き家利用者　売買又は賃貸借の契約が成立した空き家の利用を行う者をいう。
[bookmark: _Hlk35689095]　⑹　改修工事　所有者等又は空き家利用者が実施する、空き家の機能向上のために行う補修、模様替え、改造及び設備改善をいう。
　⑺　商品券　本町が発行する補助金と同額の商品券とし、香美町商工会会員が経営する店舗等に限り使用することができるものをいう。
　（補助対象工事）
第３条　補助対象となる改修工事（以下「補助対象工事」という。）は、次のいずれかに該当するもので、かつ空き家の利用を開始した日から起算して３年以内に施工する工事とする。ただし、第７条の規定による交付決定通知を受けた後に着手する工事に限る。
　⑴　町内施工業者を利用して実施する工事に要する費用が、２０万円以上の改修工事
　⑵　原材料等を購入し、自ら改修工事を行う次のいずれかに該当する改修工事
　　ア　原材料等の総額が２０万円以上のもの
　　イ　改修工事を行う日の属する年度（以下「本年度」という。）の前年度に本号の規定により実施した工事に対する補助金の額が別表に定める各区分の上限額に満たない場合で、本年度に実施しようとする改修工事の原材料等の総額が１万円以上のもの
　（補助対象者）
第４条　補助対象者は、町の徴収金に滞納がなく、第７条の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象工事について、本町から他の補助金等の交付を受けていない、又は受けようとしない者で、改修工事を行う次の各号のいずれかに該当する者とする。
⑴　所有者等
⑵　空き家利用者
　（補助金の額等）
第５条　補助金の額等は、別表に定めるとおりとする。ただし、第３条第２号に規定する改修工事にあっては、前年度と本年度の補助金の額を合算した金額が、別表に定める区分ごとの上限額を超えないものとする。
２　前項の規定により算出した額に、１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
　（補助金の交付申請）
第６条　補助対象工事に対する補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、改修工事を行う前に香美町空き家利活用促進支援（空き家改修）補助金交付申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に次の各号に掲げる書類等を添付して、町長に提出しなければならない。
　⑴　工事費見積書の写し（第３条第２号に規定する補助対象工事の場合にあっては、自ら改修工事を行うために購入する原材料等の見積書）
　⑵　補助対象工事を行う空き家の位置図及び現況写真
　⑶　工事の一部を下請け業者が施工する場合は、下請け業者名簿（様式第２号）（第３条第２号に規定する補助対象工事の場合は不要）
　⑷　売買契約書又は賃貸借契約書の写し
　⑸　空き家を賃貸借している場合は、香美町空き家利活用促進支援（空き家改修）補助金対象工事施工同意書（様式第３号。以下「同意書」という。）
　⑹　実施要綱第４条に規定する登録申込みを行った空き家の改修工事を行う場合は、誓約書（様式第４号）
　⑺　その他、町長が必要と認める書類
　（補助金の交付決定）
第７条　町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、香美町空き家利活用促進支援（空き家改修）補助金交付決定（却下）通知書（様式第５号）により、申請者に通知するものとする。
　（権利譲渡の禁止）
第８条　前条の規定による補助金の交付決定を受けた者（以下「補助金交付決定者」という。）は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
　（変更交付申請）
第９条　補助金交付決定者は、交付決定を受けた補助金に変更が生じるときは、香美町空き家利活用促進支援（空き家改修）補助金変更交付申請書（様式第６号）に変更内容を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。
　（変更交付決定）
第１０条　町長は、前条の規定による変更交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の変更交付を決定したときは、香美町空き家利活用促進支援（空き家改修）補助金変更交付決定通知書（様式第７号）により、補助金交付決定者に通知するものとする。
　（完了報告）
第１１条　補助交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、工事が完了した日から起算して１４日以内に香美町空き家利活用促進支援（空き家改修）補助金実績報告書（様式第８号）に、次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
　⑴　工事代金等の領収書（写し）
　⑵　補助対象工事完了後の施工箇所の写真
　⑶　工事の一部を下請け業者が施工した場合は、下請け業者名簿（様式第９号）
　⑷　その他、町長が必要と認める書類
　（補助金の請求及び交付）
[bookmark: _Hlk130833312]第１２条　補助金交付決定者は、前条の規定による書類等を提出し、町長の審査を受けた後、香美町空き家利活用促進支援（空き家改修）補助金請求書（様式第１０条。以下「補助金請求書」という。）を町長に提出しなければならない。
２　町長は、前項の補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金と同額の商品券を交付する。
　（商品券の有効期限）
第１３条　商品券の有効期限は、前条第２項の規定による商品券の交付のあった日から起算して６か月以内の期間とする。
　（補助回数の上限）
第１４条　この要綱による補助金の交付回数は、空き家の所有権の移転にかかわらず、同一空き家に対し、次の各号に定める回数を上限とする。
⑴　第３条第１号に規定する補助対象工事については、別表の区分ごとに１回限りとする。
⑵　第３条第２号に規定する補助対象工事については、別表の区分ごとに２回を限度とする。
（その他）
第１５条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

　　　附　則
　この告示は、令和５年４月１日から施行する。
附　則（令和８年３月31日告示第46号）
　この告示は、令和８年４月１日から施行する。
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